
寒 川町 職員 定数条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

第 3条  職 員 の 定 数 は 、 次 の と お り と す

る 。  

第 3条  職 員 の 定 数 は 、 次 の と お り と す

る 。  

部 局等  定 数  

1 町長の 事務 部局 の職 員  2 248 

(略 )  

3 教育

委 員会  

事 務部 局の 職員  24 

学 校、その他 の教 育機

関 の職 員  

47 

(略 )  
 

部 局等  定 数  

1 町長の 事務 部局 の職 員  260 

(略 )  

3 教育

委 員会  

事 務部 局の 職員  29 

学 校、そ の他 の教育機

関 の職 員  

30 

(略 )  
 

2 （略）  2 （略）  

～ 略～  ～ 略～  

    附  則  

  この 条例 は、公 布の 日か ら施 行する 。  

 


